
平
成
十
五
年
農
林
水
産
省
令
第
七
十
二
号

牛
の
個
体
識
別
の
た
め
の
情
報
の
管
理
及
び
伝
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則

牛
の
個
体
識
別
の
た
め
の
情
報
の
管
理
及
び
伝
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第

二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
三
条
第
一
項
第
九
号
及
び
第
二
項
、
第
六
条
、
第
七
条
、
第
八
条
、
第
九
条
第
一
項

か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
十
条
第
三
項
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
第
三
項
、
第
十
五
条
（
第

十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
六
条
第
一
項
、
第
十
七
条
、
第
十
九
条
第
六
項
並
び
に

附
則
第
二
条
第
二
項
並
び
に
牛
の
個
体
識
別
の
た
め
の
情
報
の
管
理
及
び
伝
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平

成
十
五
年
政
令
第
三
百
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
牛
の
個
体
識
別

の
た
め
の
情
報
の
管
理
及
び
伝
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章
　
牛
個
体
識
別
台
帳
（
第
三
条―

第
六
条
）

第
三
章
　
牛
の
出
生
等
の
届
出
及
び
耳
標
の
管
理
（
第
七
条―

第
十
九
条
）

第
四
章
　
特
定
牛
肉
の
表
示
等
（
第
二
十
条―

第
二
十
七
条
）

第
五
章
　
雑
則
（
第
二
十
八
条
・
第
二
十
九
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

（
法
第
二
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
牛
）

第
一
条
　
牛
の
個
体
識
別
の
た
め
の
情
報
の
管
理
及
び
伝
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

二
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
牛
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
出
生
直
後
に
死
亡
し
た
牛

二
　
輸
入
さ
れ
た
牛
の
う
ち
、
家
畜
防
疫
官
（
家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
に

規
定
す
る
家
畜
防
疫
官
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
指
定
す
る
と
畜
場
（
と
畜
場
法
（
昭
和

二
十
八
年
法
律
第
百
十
四
号
）
に
規
定
す
る
と
畜
場
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
家
畜
防
疫
官
が
指
定
す
る
方

法
及
び
経
路
に
従
っ
て
輸
送
さ
れ
当
該
と
畜
場
で
と
さ
つ
さ
れ
る
牛

（
法
第
二
条
第
三
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
牛
の
肉
）

第
二
条
　
法
第
二
条
第
三
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
牛
の
肉
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
食
用
に
供
さ
れ
る
牛
の
肉
（
以
下
単
に
「
牛
肉
」
と
い
う
。
）
を
原
料
又
は
材
料
と
し
て
製
造
し
、
加
工
し
、

又
は
調
理
し
た
も
の

二
　
牛
肉
を
肉
ひ
き
機
で
ひ
い
た
も
の

三
　
牛
肉
の
整
形
に
伴
い
副
次
的
に
得
ら
れ
た
も
の

第
二
章
　
牛
個
体
識
別
台
帳

（
法
第
三
条
第
一
項
第
九
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
三
条
　
法
第
三
条
第
一
項
第
九
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
牛
の
種
別

二
　
牛
の
管
理
者
の
連
絡
先

三
　
輸
入
さ
れ
た
牛
に
つ
い
て
は
、
輸
入
先
の
国
名
及
び
輸
入
者
の
連
絡
先

四
　
死
亡
（
と
さ
つ
に
よ
る
死
亡
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
し
た
牛
で
あ
っ
て
、
譲
渡
し
等
を
さ
れ
た
も
の
に
つ

い
て
は
、
譲
渡
し
等
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
連
絡
先

五
　
と
さ
つ
さ
れ
た
牛
に
つ
い
て
は
、
と
畜
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
連
絡
先
並
び
に
当
該
牛
が
と
さ
つ
さ
れ
た

と
畜
場
の
名
称
及
び
所
在
地

六
　
輸
出
さ
れ
た
牛
に
つ
い
て
は
、
輸
出
先
の
国
名
並
び
に
輸
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
連
絡
先

２
　
前
項
第
一
号
の
牛
の
種
別
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
黒
毛
和
種

二
　
褐
毛
和
種

三
　
日
本
短
角
種

四
　
無
角
和
種

五
　
第
一
号
に
掲
げ
る
種
と
第
二
号
に
掲
げ
る
種
と
の
交
雑
に
よ
り
生
じ
た
種
（
こ
の
種
と
第
一
号
又
は
第
二
号

に
掲
げ
る
種
と
の
交
雑
に
よ
り
生
じ
た
種
を
含
む
。
）

六
　
和
牛
間
交
雑
種

七
　
肉
専
用
種

八
　
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
種

九
　
ジ
ャ
ー
ジ
ー
種

十
　
乳
用
種

十
一
　
交
雑
種

３
　
前
項
第
六
号
に
規
定
す
る
「
和
牛
間
交
雑
種
」
と
は
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
種
間
の
交
雑

に
よ
り
生
じ
た
種
（
こ
の
種
と
同
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
種
と
の
交
雑
に
よ
り
生
じ
た
種
を
含

み
、
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
種
を
除
く
。
）
を
い
い
、
同
項
第
七
号
に
規
定
す
る
「
肉
専
用
種
」
と
は
、
牛
肉
の

生
産
を
目
的
と
し
て
飼
養
さ
れ
る
牛
で
あ
っ
て
親
の
牛
が
同
項
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
種
の
牛
で
な

い
も
の
の
種
（
同
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
及
び
同
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
種
を
除
く
。
）
を
い
い
、
同
項
第

十
号
に
規
定
す
る
「
乳
用
種
」
と
は
、
そ
の
雌
牛
が
専
ら
搾
乳
を
目
的
と
し
て
飼
養
さ
れ
る
牛
の
種
（
同
項
第
八

号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
種
を
除
く
。
）
を
い
い
、
同
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
「
交
雑
種
」
と
は
、
同
項
第
一

号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
種
と
同
項
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
種
と
の
交
雑
に
よ
り
生
じ
た
種

（
こ
の
種
と
同
項
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
種
と
の
交
雑
に
よ
り
生
じ
た
種
を
含
む
。
）
を
い
う
。

（
変
更
に
係
る
記
録
）

第
四
条
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
法
第
三
条
第
二
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
管
理
者
又
は
飼
養
施
設
に
変
更
が
あ

っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
変
更
後
の
管
理
者
又
は
飼
養
施
設
に
係
る
同
条
第
一
項
第
六
号
又
は
第
七
号
に

掲
げ
る
事
項
を
記
録
す
る
と
と
も
に
、
当
該
変
更
前
の
管
理
者
又
は
飼
養
施
設
に
係
る
同
項
第
六
号
又
は
第
七
号

に
掲
げ
る
事
項
及
び
そ
の
管
理
又
は
飼
養
の
終
了
の
年
月
日
を
併
せ
て
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

（
記
録
の
漏
れ
又
は
誤
り
が
あ
っ
た
と
き
の
申
出
）

第
五
条
　
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
き
、
書
面
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織

（
農
林
水
産
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
申
出
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
等
（
電
子
計
算

機
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
装
置
又
は
電
話
機
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処

理
組
織
を
い
う
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
牛
個
体
識
別

台
帳
に
記
録
さ
れ
た
事
項
の
う
ち
、
他
の
者
の
届
出
に
基
づ
き
、
又
は
農
林
水
産
大
臣
の
職
権
で
記
録
さ
れ
た
事

項
に
関
す
る
申
出
を
す
る
と
き
は
、
記
録
の
漏
れ
又
は
誤
り
が
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
管
理
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
連
絡
先

二
　
当
該
牛
の
個
体
識
別
番
号

三
　
漏
れ
又
は
誤
り
が
あ
る
事
項
及
び
当
該
事
項
に
つ
い
て
新
た
に
記
録
す
べ
き
内
容

（
法
第
六
条
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
六
条
　
法
第
六
条
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
管
理
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
連
絡
先

二
　
管
理
の
開
始
及
び
終
了
の
年
月
日

三
　
飼
養
施
設
の
所
在
地
（
都
道
府
県
名
を
除
く
。
）

四
　
輸
入
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
連
絡
先

五
　
死
亡
し
た
牛
の
譲
渡
し
等
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
連
絡
先

六
　
と
畜
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
連
絡
先

七
　
輸
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
連
絡
先

第
三
章
　
牛
の
出
生
等
の
届
出
及
び
耳
標
の
管
理

（
出
生
の
届
出
）

第
七
条
　
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
書
面
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
（
農
林
水
産
大
臣
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
と
、
届
出
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
等
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情

報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２
　
法
第
八
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
牛
の
種
別
（
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
牛
の
種
別
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

二
　
管
理
者
の
連
絡
先

（
輸
入
の
届
出
）

第
八
条
　
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
書
面
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
八
条
第
二
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
牛
の
種
別

二
　
輸
入
先
の
国
名

（
個
体
識
別
番
号
の
通
知
）

第
九
条
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
行
う
と
き
は
、
書
面
、
口
頭
又
は
電
子
情

報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
耳
標
の
装
着
の
方
法
）

第
十
条
　
牛
の
管
理
者
又
は
輸
入
者
は
、
法
第
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
耳
標
を
着
け
る
と
き
は
、

個
体
識
別
番
号
が
容
易
に
判
読
で
き
る
よ
う
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
耳
標
の
規
格
）

第
十
一
条
　
法
第
九
条
第
二
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
耳
標
の
規
格
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
装
着
し
た
後
、
容
易
に
脱
落
し
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と

二
　
取
り
外
し
た
後
、
再
び
装
着
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と

三
　
個
体
識
別
番
号
が
容
易
に
判
別
で
き
る
色
及
び
大
き
さ
で
あ
る
こ
と

四
　
個
体
識
別
番
号
が
容
易
に
消
え
な
い
方
法
に
よ
り
表
示
さ
れ
て
い
る
こ
と

（
耳
標
の
取
り
外
し
等
に
係
る
や
む
を
得
な
い
事
由
）

第
十
二
条
　
法
第
十
条
第
三
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
由
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
牛
が
耳
の
疾
患
に
か
か
っ
て
い
る
と
き

二
　
牛
の
耳
に
外
傷
が
あ
る
と
き

三
　
耳
標
の
劣
化
等
に
よ
り
個
体
識
別
番
号
の
判
読
が
困
難
と
な
っ
た
耳
標
の
取
替
え
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
き

四
　
譲
渡
し
若
し
く
は
引
渡
し
の
直
前
又
は
輸
送
中
に
耳
標
が
脱
落
し
た
と
き

五
　
そ
の
他
農
林
水
産
大
臣
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

（
個
体
識
別
番
号
を
識
別
す
る
た
め
の
措
置
）

第
十
三
条
　
法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
耳
標
を
取
り
外
し
、
又
は
両
耳
に
耳
標
の
着
け
ら
れ
て
い
な
い
牛
の

譲
渡
し
等
若
し
く
は
譲
受
け
等
を
す
る
場
合
に
は
、
当
該
牛
の
管
理
者
は
、
当
該
牛
の
個
体
識
別
番
号
を
識
別
す

る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
の
い
ず
れ
か
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
取
り
外
し
た
耳
標
又
は
当
該
個
体
識
別
番
号
を
記
載
し
た
札
を
当
該
牛
の
耳
以
外
の
部
分
に
ひ
も
等
で
取
り

付
け
る
こ
と

二
　
当
該
牛
の
耳
以
外
の
部
分
に
個
体
識
別
番
号
を
塗
料
等
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と

（
譲
渡
し
等
の
届
出
）

第
十
四
条
　
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
書
面
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ

り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
十
一
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
管
理
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
連
絡
先

二
　
譲
渡
し
等
の
相
手
方
の
連
絡
先

三
　
飼
養
の
終
了
の
年
月
日

（
譲
受
け
等
の
届
出
）

第
十
五
条
　
法
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
書
面
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ

り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
十
一
条
第
二
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
管
理
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
連
絡
先

二
　
譲
受
け
等
の
相
手
方
の
連
絡
先

三
　
飼
養
の
開
始
の
年
月
日

（
変
更
の
届
出
）

第
十
六
条
　
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
き
、
書
面
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を

使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
管
理
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
連
絡
先

二
　
当
該
牛
の
個
体
識
別
番
号

三
　
変
更
が
あ
っ
た
事
項
（
新
旧
の
対
照
を
明
示
す
る
こ
と
。
）

四
　
変
更
の
年
月
日

（
死
亡
の
届
出
）

第
十
七
条
　
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
書
面
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ

り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
十
三
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
管
理
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
連
絡
先

二
　
死
亡
し
た
牛
で
あ
っ
て
、
譲
渡
し
等
を
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
譲
渡
し
等
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名

称
、
住
所
及
び
連
絡
先

（
と
さ
つ
の
届
出
）

第
十
八
条
　
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
書
面
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ

り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
十
三
条
第
二
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
と
畜
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
連
絡
先
並
び
に
当
該
牛
が
と
さ
つ
さ
れ
た
と
畜
場
の
名
称
及
び
所
在
地

二
　
譲
受
け
等
の
相
手
方
の
連
絡
先

（
輸
出
の
届
出
）

第
十
九
条
　
法
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
書
面
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ

り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
十
三
条
第
三
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
輸
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
連
絡
先

二
　
譲
受
け
等
の
相
手
方
の
連
絡
先

三
　
飼
養
施
設
の
所
在
地

四
　
輸
出
先
の
国
名

第
四
章
　
特
定
牛
肉
の
表
示
等

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
）

第
二
十
条
　
法
第
十
四
条
第
三
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。

一
　
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
の
う
ち
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
と
畜
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
特
定
牛
肉
の
引
渡
し
の
相
手
方
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
相
手

方
」
と
い
う
。
）
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
し
、
受
信
者

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法

ロ
　
と
畜
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項

を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
相
手
方
の
閲
覧
に
供
し
、
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

フ
ァ
イ
ル
に
当
該
事
項
を
記
録
す
る
方
法
（
法
第
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
る

旨
の
承
諾
又
は
受
け
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
と
畜
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
そ
の
旨
を
記
録
す
る
方
法
）

二
　
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
に
係
る
記
録
媒

体
を
い
う
。
）
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
書
面
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法

２
　
前
項
に
掲
げ
る
方
法
は
、
相
手
方
が
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
る
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2



３
　
第
一
項
第
一
号
の
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
と
畜
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
、
相
手
方
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

第
二
十
一
条
　
牛
の
個
体
識
別
の
た
め
の
情
報
の
管
理
及
び
伝
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
第
四
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
前
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
方
法
の
う
ち
と
畜
者
が
使
用
す
る
も
の

二
　
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
の
方
式

（
販
売
業
者
に
よ
る
個
体
識
別
番
号
の
表
示
方
法
）

第
二
十
二
条
　
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
個
体
識
別
番
号
の
表
示
は
、
当
該
特
定
牛
肉
若
し
く
は
そ
の
容

器
、
包
装
若
し
く
は
送
り
状
の
見
や
す
い
場
所
又
は
そ
の
店
舗
の
見
や
す
い
場
所
（
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
に
販

売
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
、
明
瞭
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
頭
数
）

第
二
十
三
条
　
法
第
十
五
条
第
二
項
第
二
号
（
法
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
農
林

水
産
省
令
で
定
め
る
頭
数
は
、
五
十
と
す
る
。

（
販
売
業
者
に
よ
る
荷
口
番
号
の
表
示
方
法
）

第
二
十
四
条
　
法
第
十
五
条
第
三
項
（
法
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
荷

口
番
号
の
表
示
は
、
当
該
特
定
牛
肉
若
し
く
は
そ
の
容
器
、
包
装
若
し
く
は
送
り
状
の
見
や
す
い
場
所
又
は
そ
の

店
舗
の
見
や
す
い
場
所
（
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
に
販
売
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
、
明
瞭
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
販
売
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
の
表
示
方
法
）

第
二
十
五
条
　
法
第
十
五
条
第
四
項
前
段
（
法
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
り
販
売
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
を
表
示
す
る
と
き
は
、
電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡
先
を
併
せ
て
表
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
十
五
条
第
四
項
後
段
（
法
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
他
の

者
の
氏
名
又
は
名
称
を
表
示
す
る
と
き
は
、
電
話
番
号
そ
の
他
の
連
絡
先
を
併
せ
て
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
特
定
料
理
提
供
業
者
に
よ
る
個
体
識
別
番
号
の
表
示
方
法
）

第
二
十
六
条
　
法
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
個
体
識
別
番
号
の
表
示
は
、
当
該
特
定
料
理
又
は
そ
の
店
舗
の
見

や
す
い
場
所
に
、
明
瞭
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帳
簿
）

第
二
十
七
条
　
と
畜
者
、
販
売
業
者
及
び
特
定
料
理
提
供
業
者
は
、
法
第
十
七
条
に
規
定
す
る
帳
簿
を
一
年
ご
と
に

閉
鎖
し
、
閉
鎖
後
二
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
十
七
条
に
規
定
す
る
帳
簿
の
備
付
け
等
は
、
ク
ラ
ウ
ド
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
関
連
技
術

（
官
民
デ
ー
タ
活
用
推
進
基
本
法
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
ク
ラ
ウ
ド
・

コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
関
連
技
術
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
情
報
通
信
技
術
の
進
展
の
状
況
を
踏
ま
え

た
適
切
な
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３
　
法
第
十
七
条
に
規
定
す
る
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
と
畜
者
　
引
渡
し
に
係
る
特
定
牛
肉
ご
と
に
、
当
該
特
定
牛
肉
に
対
応
す
る
個
体
識
別
番
号
、
当
該
引
渡
し

の
年
月
日
、
当
該
引
渡
し
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
当
該
引
渡
し
に
係
る
特
定
牛
肉
の

重
量

二
　
販
売
業
者
　
販
売
に
係
る
特
定
牛
肉
ご
と
に
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項
（
販
売
の
相
手
方
が
不
特
定
か

つ
多
数
の
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
ロ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

イ
　
仕
入
れ
に
係
る
特
定
牛
肉
に
対
応
す
る
一
若
し
く
は
二
以
上
の
個
体
識
別
番
号
又
は
荷
口
番
号
（
法
第
十

五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
荷
口
番
号
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
当
該
仕
入
れ
の
年
月
日
、

当
該
仕
入
れ
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
当
該
仕
入
れ
に
係
る
特
定
牛
肉
の
重
量

ロ
　
販
売
に
係
る
特
定
牛
肉
に
対
応
す
る
一
若
し
く
は
二
以
上
の
個
体
識
別
番
号
又
は
荷
口
番
号
、
当
該
販
売

の
年
月
日
、
当
該
販
売
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
当
該
販
売
に
係
る
特
定
牛
肉
の
重
量

三
　
特
定
料
理
提
供
業
者
　
提
供
に
係
る
特
定
料
理
の
主
た
る
材
料
と
し
た
特
定
牛
肉
ご
と
に
、
仕
入
れ
に
係
る

特
定
牛
肉
に
対
応
す
る
一
若
し
く
は
二
以
上
の
個
体
識
別
番
号
又
は
荷
口
番
号
、
当
該
仕
入
れ
の
年
月
日
、
当

該
仕
入
れ
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
当
該
仕
入
れ
に
係
る
特
定
牛
肉
の
重
量

第
五
章
　
雑
則

（
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
）

第
二
十
八
条
　
法
第
十
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
。

（
権
限
の
委
任
）

第
二
十
九
条
　
法
第
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
農
林
水
産
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
農
政
局
長
に

委
任
す
る
。
た
だ
し
、
農
林
水
産
大
臣
が
自
ら
そ
の
権
限
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
章
の
規

定
は
、
法
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

（
既
存
牛
の
届
出
）

第
二
条
　
法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
管
理
者
の
連
絡
先
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
九
月
一
一
日
農
林
水
産
省
令
第
五
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
一
日
農
林
水
産
省
令
第
八
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
二
八
日
農
林
水
産
省
令
第
六
三
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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別
記
様
式

別記様式（令2農水令83・一部改正） （表面） 第号 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法第19条第 1項から第3項までの規定により立入検査、質問又は集取をする職員の身 分証明書 官職 写 氏名 年月日生 年月日発行 真 農林水産大臣 （裏面） 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法（抄） （報告及び検査） 第十九条農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めると きは、牛の管理者、輸入者若しくは輸出者に対し、必要な報告をさせ、又 はその職員に当該牛の管理者、輸入者若しくは輸出者の事務所、事業場そ の他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関 係者に質問させることができる。 2農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 と畜者に対し、必要な報告をさせ、又はその職員に当該と畜者の事務所、 事業場その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関 係者に質問させ、若しくは検査に必要な限度において特定牛肉の一部を無 償で集取させることができる。 3農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 販売業者若しくは特定料理提供業者に対し、必要な報告をさせ、又はその 職員に当該販売業者若しくは特定料理提供業者の事務所、事業場、店舗そ の他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質 問させ、若しくは検査に必要な限度において特定牛肉若しくは特定料理を 集取させることができる。ただし、特定牛肉又は特定料理を集取させると きは、時価によってその対価を支払わなければならない。 4前三項の規定により立入検査、質問又は集取をする職員は、その身分を 示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 5第一項から第三項までの規定による立入検査、質問及び集取の権限は、 犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 6第一項から第三項までに規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令 で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができ る。 第二十三条次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処 する。 五第十九条第一項から第三項までの規定による報告をせず、若しくは虚 偽の報告をし、これらの規定による検査若しくは集取を拒み、妨げ、若 しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して陳述をせず、若し くは虚偽の陳述をした者 
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